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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源部と、前記光源部を保持し、かつ該光源部に給電する給電部を有したベース部と、
を備えた照明装置であって、
　前記光源部は、平板状の発光パネルと、前記発光パネルを収容するモジュールケースと
、前記ベース部と対向する前記モジュールケースの装着面の一縁部に設けられて前記モジ
ュールケースを前記ベース部に係合させる係合部と、前記装着面の他縁部に設けられて前
記モジュールケースを前記ベース部に着脱可能に保持する保持部と、を有し、
　前記ベース部は、前記係合部と係合する被係合部と、前記保持部を保持する被保持部と
、を有し、
　前記光源部は、前記装着面の縁部に引っ掛かる爪部を有するジグを用いて前記ベース部
から取り外され、
　前記モジュールケースは、前記ベース部の被係合部又は被保持部と対向する側面の少な
くとも一方に、前記ジグの爪部が差し込まれる凹部を有することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記ジグは、少なくとも１対の対峙する爪部と、これらの爪部を連結する連結部と、を
有し、前記一対の爪部が前記凹部に差し込まれたときに前記モジュールケースを挟持する
ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記爪部は、前記装着面の縁部に引っ掛かるように屈曲された引っ掛け部と、前記爪部
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の前記連結部側に設けられた突起部と、を有し、前記爪部が前記モジュールケースの凹部
に差し込まれたときに、前記引っ掛け部及び突起部が、前記モジュールケースを挟持する
ことを特徴とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記保持部は、前記モジュールケースに対してスライド可能に設けられ、
　前記ジグは、前記保持部をスライドさせる凸部を更に有し、
　前記モジュールケースは、前記保持部の近傍に位置する側面に、前記凸部が差し込まれ
る凹部を有することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の照明装置
。
【請求項５】
　前記凹部は、前記装着面側の凹みが大きくなるように傾斜していることを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ素子を光源とする照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、低電圧で高輝度の発光が可能であり、含有する有機化合物の種類によ
って様々な発光色が得られ、かつ平板状の発光パネルとしての製造が容易である。そのた
め、近年、有機ＥＬ素子を照明装置の光源として用いることが注目されている。
【０００３】
　この種のものとして、有機ＥＬ素子を光源とする平板形状の光源部と、光源部に給電し
かつこの光源部を支持する基板（ベース部）と、を備えた照明器具がある（例えば、特許
文献１参照）。この照明器具によれば、ベース部には、光源部と対向する面に給電部が複
数設けられているので、このベース部に複数の光源部をマトリックス状に配置することに
より、大型の面状発光体を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１０４５０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、有機ＥＬ素子には所定の発光寿命があり、この有機ＥＬ素子が組み込ま
れた光源部を所定期間毎に取り替える必要がある。ところが、上記特許文献１に記載の照
明器具は、光源部の着脱が想定されていない。そのため、例えば、複数の光源部がマトリ
ックス状に隣接して配されたとき、それら光源部間の隙間にユーザの指や工具を差し込む
ことができず、ベース部から光源部を取り外すことが容易でない。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するものであって、光源部を、この光源部を保持するベース
部から容易に取り外すことができる照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の照明装置は、光源部と、前記光源部を保持し、かつ該光源部に給電する給電部
を有したベース部と、を備えた照明装置であって、前記光源部は、平板状の発光パネルと
、前記発光パネルを収容するモジュールケースと、前記ベース部と対向する前記モジュー
ルケースの装着面の一縁部に設けられて前記モジュールケースを前記ベース部に係合させ
る係合部と、前記装着面の他縁部に設けられて前記モジュールケースを前記ベース部に着
脱可能に保持する保持部と、を有し、前記ベース部は、前記係合部と係合する被係合部と
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、前記保持部を保持する被保持部と、を有し、前記光源部は、前記装着面の縁部に引っ掛
かる爪部を有するジグを用いて前記ベース部から取り外され、前記モジュールケースは、
前記ベース部の被係合部又は被保持部と対向する側面の少なくとも一方に、前記ジグの爪
部が差し込まれる凹部を有することを特徴とする。
【０００８】
　上記照明装置において、前記ジグは、少なくとも１対の対峙する爪部と、これらの爪部
を連結する連結部と、を有し、前記一対の爪部が前記凹部に差し込まれたときに前記モジ
ュールケースを挟持することが好ましい。
【０００９】
　上記照明装置において、前記爪部は、前記装着面の縁部に引っ掛かるように屈曲された
引っ掛け部と、前記爪部の前記連結部側に設けられた突起部と、を有し、前記爪部が前記
モジュールケースの凹部に差し込まれたときに、前記引っ掛け部及び突起部が、前記モジ
ュールケースを挟持することが好ましい。
【００１０】
　上記照明装置において、前記保持部は、前記モジュールケースに対してスライド可能に
設けられ、前記ジグは、前記保持部をスライドさせる凸部を更に有し、前記モジュールケ
ースは、前記保持部の近傍に位置する側面に、前記凸部が差し込まれる凹部を有すること
が好ましい。
【００１１】
　上記照明装置において、前記凹部は、前記装着面側の凹みが大きくなるように傾斜して
いることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ジグの爪部をモジュールケースの側面の凹部に差し込んで、爪部をモ
ジュールケースの装着面の縁部に引っ掛けることでジグを光源部に取り付け、ジグを引っ
張ることで、光源部をベース部から容易に取り外すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る照明装置の分解斜視図。
【図２】（ａ）（ｂ）は、同照明装置を構成する光源部のバリエーションを示す斜視図。
【図３】同照明装置の斜視図。
【図４】同照明装置の回路図。
【図５】同照明装置を構成する光源部、ベース部及びジグの部分拡大斜視図。
【図６】（ａ）（ｂ）は、光源部をベース部から取り外す際に、ジグを取り付ける手順を
示す一部側断面図。
【図７】上記実施形態の第１の変形例に係る照明装置を構成する光源部、ベース部及びジ
グの部分拡大斜視図。
【図８】（ａ）（ｂ）は、光源部をベース部から取り外す際に、ジグを取り付ける手順を
示す一部側断面図。
【図９】（ａ）（ｂ）は、同上の部分拡大斜視図。
【図１０】（ａ）（ｂ）は、光源部をベース部から取り外す手順を示す側面図。
【図１１】（ａ）乃至（ｃ）は、光源部からジグを取り外す手順を示す部分拡大斜視図。
【図１２】上記実施形態の第２の変形例に係る照明装置の一部側断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の一実施形態に係る照明装置について、図１乃至図６を参照して説明する。図１
に示すように、本実施形態に係る照明装置１は、光源部２と、この光源部２に給電しかつ
光源部２を保持するベース部３と、を備える。また、ジグ４は、光源部２をベース部３か
ら取り外す際に用いられる。ベース部３は、長尺形状とされ、一方の面を取付面とし、こ
の取付面を介して天井や壁等に取り付けられる。ベース部３は、その長辺の長さが光源部
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２の縁部の長さよりも長く、複数の光源部２を保持することができる。
【００１５】
　光源部２は、平板状の発光パネル２１（後述する図５も参照）と、発光パネル２１を収
容するモジュールケース２２と、を有する。また、光源部２は、ベース部３と対向するモ
ジュールケース２２の装着面２Ａの一縁部に設けられて、モジュールケース２２をベース
部３に係合させる係合部２３を有する。更に、光源部２は、装着面２Ａにおいて係合部２
３と対峙する他縁部に設けられて係合部２３をベース部３に係合させた状態でモジュール
ケース２２をベース部３に着脱可能に保持する保持部２４を有する。係合部２３及び保持
部２４の少なくとも一方、本例では、保持部２４が、モジュールケース２２に対してスラ
イド可能とされ、かつ対峙する係合部２３と反対方向へ付勢されている。また、光源部２
は、夫々の装着面２Ａから立設された複数の給電端子２５を有する。これらの給電端子２
５（図例では１対）は、係合部２３及び保持部２４を結ぶ直線上に配されている。これら
の給電端子２５は、配線基板及びワイヤ等を介して発光パネル２１と電気的に接続されて
いる。
【００１６】
　ベース部３は、平板状の平面部３１と、平面部３１の中央にベース部３の長手方向に沿
って形成されて光源部２に給電するための給電部３２と、平面部３１の両縁に屈曲形成さ
れた縁部と、を有する。給電部３２は、上記各給電端子２５と夫々接続される複数の導電
部材と、これらの導電部材を保護すると共に光源部２の給電端子２５が差し込まれるレー
ルと、を有する。縁部は、長手方向に直交する側面が、平面部３１に対してＬ字状に立設
され、更にその先端が内向きに凸なＶ字状となるように屈曲形成されている。そのため、
平面部３１に対する立設部が、Ｖ字状部に対して凹んだ形状となり、凹んだ縁部の一方が
、光源部２の係合部２３と係合する被係合部３３として機能し、他方が光源部２の保持部
２４と係合する被保持部３４として機能する。
【００１７】
　ジグ４は、光源部２をベース部３から取り外すときに装着面２Ａの縁部に引っ掛かる２
対の爪部４１と、これらの爪部４１を連結する連結部４２と、を有する。なお、比較的サ
イズの小さな光源部２を取り外す際には、爪部４１が１対のジグ（不図示）が用いられて
もよい。一方、長手方向の長さが長い光源部２に対して、２対以上の爪部４１を有するジ
グ４が用いられる。
【００１８】
　図２（ａ）（ｂ）に示すように、光源部２には、互いに大きさの異なる複数の形状のも
のが採用され得る。図２（ａ）に示す光源部２は、図２（ｂ）に示す光源部２の発光面の
大きさが４倍である。なお、ここで言う発光面とは、実質的に発光パネル２１からの光を
出射するモジュールケース２２の開口面２２ａの大きさを指す。最小の大きさの光源部２
は正方矩形状であり、長尺形状の光源部２は、その長手方向の長さが、正方形状の光源部
２の一片辺の整数倍とされる。また、ベース部３は、これらを保持できるように、その長
手方向の長さが、正方形状の光源部２の一片辺の整数倍とされる。
【００１９】
　図３に示すように、ベース部３は、正方矩形状の光源部２ａと、長手方向の長さが光源
部２ａの２倍の長さの光源部２ｂ、光源部２ａの４倍の光源部２ｃといった、異なる大き
さの複数の光源部２を同時に保持することができる。ここでは、図示したように、光源部
２ａ、２ｂ、２ｃ各々の長手方向に沿う辺の長さは、夫々７５ｍｍ、１５０ｍｍ、３００
ｍｍとされる。また、光源部２ａ、２ｂ、２ｃの各々は、ベース部３に装着されたときに
ベース部３の短手方向に沿う辺（以下、短手方向に沿う辺という）の長さがすべて７５ｍ
ｍとされる。また、ベース部３の長手方向の長さは、例えば、光源部２ａ、２ｂ、２ｃの
長手方向に沿う辺の長さの合計と等しい５２５ｍｍ（７５ｍｍ＋１５０ｍｍ＋３００ｍｍ
）に設定される。これにより、光源部２ａ、２ｂ、２ｃを、ベース部３の長手方向全長に
亘って隙間なく配置することができる。一方、ベース部３の短手方向の長さは、光源部２
ａ、２ｂ、２ｃの短手方向に沿う辺の長さと等しい７５ｍｍに設定される。なお、複数の
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光源部２が、隙間を空けて配置されてもよく、ベース部３の任意の位置に配置することが
できる。また、複数の光源部２を一定の間隔を空けて配置した場合、この空いた間隔に、
光源部２と同形状で発光パネル２１を内装しないダミーケース（不図示）を取り付けるこ
ともできる。
【００２０】
　図４に示すように、照明装置１は、ベース部３の給電部３２を介して光源部２を点灯駆
動するための点灯回路に接続されている。点灯回路は、例えば、商用電源ＡＣからの交流
電流を直流電流に変換するＡＣ／ＤＣコンバータと、直流電流電圧を所望の電圧に変圧す
るＤＣ／ＤＣコンバータと、変圧された直流電流の照明装置１への供給を制御するドライ
バと、を備える。これらＡＣ／ＤＣコンバータ、ＤＣ／ＤＣコンバータ及びドライバは、
照明装置１が取り付けられる天井や壁に埋設される。ドライバから供給された直流電流は
、給電部３２を介して各光源部２ｃ、２ｂ、２ａに通電される。
【００２１】
　光源部２のモジュールケース２２は、装着面２Ａと反対側に開口面２２ａ（図２（ａ）
（ｂ）参照）を有する箱形状とされ、図５に示すように、その内部空間に発光パネル２１
が収容され、発光パネル２１の発光面側を覆うように透光性カバー２６が設けられる。透
光性カバー２６は、上記開口面２２ａに嵌り込む形状に形成され、モジュールケース２２
の内側面に係合される複数の係合爪（不図示）を有する。また、発光パネル２１の非発光
面側には配線基板２７が配される。この配線基板２７は、給電端子２５と接続された配線
回路（不図示）と、発光パネル２１の外縁に延設された補助電極と上記配線回路とをワイ
ヤ等を介して接続するためのランド部（不図示）と、を有し、発光パネル２１と共にモジ
ュールケース２２内に収容される。
【００２２】
　発光パネル２１は、有機ＥＬ素子を光源として、その発光面側から順に、透光性基板と
、発光部と、発光部を封止する封止缶と、を有する（不図示）。発光部は、例えば、透光
性基板側から順に、透明導電膜から成る正電極と、発光性有機材料を含む発光層と、光反
射性を有する負電極と、を有する。封止缶は、発光部を外気、特に、水分及び酸素から隔
離して発光部の劣化を防ぐ。なお、光源部２の光源は、有機ＥＬ素子に限られず、例えば
、ＬＥＤ及びこのＬＥＤからの光を導光及び拡散する導光板から成る平面発光体が用いら
れてもよい。
【００２３】
　保持部２４は、被保持部３４に係合する保持爪２４ａと、保持爪２４ａの両側部を一定
範囲でスライド可能に支持する一対の支持部２４ｂと、一対の支持部２４ｂを接続しかつ
保持部２４をモジュールケース２２に固定する固定部２４ｃと、を有する。固定部２４ｃ
と保持爪２４ａとの間にはバネ２４ｄが配され、このバネ２４ｄにより保持爪２４ａが係
合部２３とは反対方向に付勢される。保持爪２４ａの被保持部３４と係合する端部は、先
細り形状に形成されている。
【００２４】
　ジグ４の爪部４１は、装着面２Ａの縁部に引っ掛かるように屈曲された引っ掛け部４１
ａと、爪部４１の連結部４２側に設けられた突起部４１ｂと、を有する。引っ掛け部４１
ａは，掛かり代が平面であり、掛かり代から爪部４１の先端が先細りとなるように傾斜し
ている。そのため、爪部４１を凹部２２ｃに差し込むときはスムーズに挿入できるが、爪
部４１を凹部２２ｃから抜こうとしたとき、引っ掛け部４１ａが装着面２Ａの縁部に引っ
掛かり易くなる。突起部４１ｂは、モジュールケース２２の発光面側の端部に接するので
、引っ掛け部４１ａと共にモジュールケース２２を挟持する際に、発光パネル２１の発光
面（透光性カバー２６）には押圧力が加わらず、発光パネル２２の損傷を防止することが
できる。
【００２５】
　モジュールケース２２は、被係合部３３及び被保持部３４と対向する側面２２ｂに、爪
部４１が差し込まれる凹部２２ｃ、２２ｄを有する。なお、図５では、保持部２４側の凹
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部２２ｃを示し、係合部２３側の凹部２２ｃ（図１を参照）の記載を省略している。
【００２６】
　このように構成されたジグ４を光源部２に取り付けるときは、図６（ａ）に示すように
、まず、凹部２２ｃ，２２ｄに爪部４１を指し込む。好ましくは、ベース部３の被保持部
３４には、図中破線で示す切り欠きが形成されており、図６（ｂ）に示すように、光源部
２とベース部３との幅が近似していても、爪部４１が装着面２Ａの縁部に引っ掛かる位置
まで、爪部４１をスムーズに差し込むことができる。ここで、ユーザが連結部４２の両縁
を掴むことにより（図１も参照）、図６（ｃ）に示すように、爪部４１の引っ掛け部４１
ａがモジュールケース２２の装着面２Ａの縁部に引っ掛かる。また、引っ掛け部４１ａと
突起部４１ｂにより、モジュールケース２２の一側面２２ｂが挟持される。これにより、
爪部４１は、モジュールケース２２を強固に保持することができる。
【００２７】
　また、このとき、係合部２３側の側面２２ｂに形成された凹部２２ｃ（図１参照）にも
、爪部４１が差し込まれ、２対の対峙する爪部４１により、モジュールケース２２の両側
面が挟持される。従って、ユーザはジグ４を引っ張れば、その力は爪部４１を介して光源
部２の装着面２Ａに伝わり、図６（ｄ）に示すように、保持部２４の保持爪２４ａが、そ
の付勢力に反する方向にスライドし、且つその先端が被保持部３４の傾斜面を滑るように
移動する。そして、図６（ｅ）に示すように、保持爪２４ａが被保持部３４の凸部を乗り
越えることにより、保持部２４と被保持部３４との保持が解除され、光源部２をベース部
３から容易に取り外すことができる。
【００２８】
　次に、上記実施形態の第１の変形例に係る照明装置について、図７乃至図１１を参照し
て説明する。図７に示すように、この変形例に係る照明装置１では、ジグ４が、保持部２
４をスライドさせる凸部を更に有するものである。この凸部の先端は、鍵状に突起してお
り、以下、当該凸部を鍵状部４３という。鍵状部４３は、装着面２Ａの同じ片縁に引っ掛
かる２個の爪部４１の中央に鍵状部４３が配されており、爪部４１がモジュールケース２
２を挟持した際、保持爪２４ａの先端に届くように、鍵状部４３は爪部４１よりも長く、
突起の先端が先細り形状となっている。また、モジュールケース２２は、保持部２４の近
傍に位置する側面２２ｂに形成された凹部２２ｄが、鍵状部４３が差し込まれる凹部とし
て機能する。凹部２２ｄは、保持爪２４ａの幅の範囲に収まるように形成される。
【００２９】
　本変形例において、図８（ａ）（ｂ）に示すように、爪部４１が凹部２２ｃに差し込ま
れたとき、鍵状部４３も凹部２２ｄ（図７参照）に差し込まれ、鍵状部４３の先端が保持
爪２４ａの傾斜面に当接する。そして、爪部４１がモジュールケース２２を挟持する際に
、保持爪２４ａが鍵状部４３によってその付勢に反する方向にスライドされ、保持部２４
及び被保持部３４間の保持は解除される。従って、ユーザはジグ４を引っ張れば、ジグ４
で挟持された光源部２をベース部３から容易に取り外すことができる。
【００３０】
　さらに上記以外の保持解除例としては、爪部４１が凹部２２ｃに差し込まれ、このとき
、図９（ａ）に示すように、鍵状部４３は凹部２２ｄに差し込まれ、鍵状部４３の先端が
保持爪２４ａの傾斜面に当接する。ここで、図９（ｂ）に示すように、爪部４１及び鍵状
部４３が凹部２２ｃ，２２ｄに差し込まれた後、ジグ４を、保持爪２４ａのスライド方向
と直交する方向にスライドさせることにより、爪部４１が装着面２Ａの縁部に引っ掛かる
ようにしてもよい。
【００３１】
　鍵状部４３が凹部２２ｄに差し込まれると、図１０（ａ）に示されるように、保持爪２
４ａが鍵状部４３によってその付勢に反する方向にスライドされ、保持部２４及び被保持
部３４間の保持は解除される。このとき、係合部２３側の側面２２ｂに形成された凹部２
２ｃ（図１参照）にも、爪部４１が差し込まれ、２対の対峙する爪部４１により、モジュ
ールケース２２の両側面が挟持される。従って、ユーザはジグ４を引っ張れば、その力は
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爪部４１を介して光源部２の装着面２Ａに伝わり、図１０（ｂ）に示すように、光源部２
をベース部３から容易に取り外すことができる。
【００３２】
　また、光源部２からジグ４を取り外すときには、図１１（ａ）（ｂ）に示すように、ジ
グ４をスライドさせる。そして、爪部４１及び鍵状部４３を凹部２２ｃ，２２ｄの位置に
合わせれば、爪部４１が装着面２Ａの縁部に引っ掛かることなく、スムーズに光源部２か
らジグ４を取り外すことができる。
【００３３】
　次に、上記実施形態の第２の変形例に係る照明装置について、図１２を参照して説明す
る。この変形例では、爪部４１を指し込むための凹部２２ｃが、装着面２Ａ側の凹みが大
きくなるように傾斜している。なお、鍵状部４３を指しこむための凹部２２ｄも同様であ
る（不図示）。この変形例によれば、発光パネル２１からの光が出射される光源部２の正
面側に凹部２２ｃが出ないので、装置の見栄えを良くすることができる。また、透光性カ
バー２６（図５参照）に凹部２６ａ，２６ｂを形成する必要がないので、生産性が良くな
る。なお、ベース部３の被保持部３４は、正面方向に向かうに連れて光源部２との距離が
大きくなるので、光源部２の正面側に凹部２２ｃが出ていなくても、被保持部３４と光源
部２との隙までからジグ４の爪部４１を差し込むことができる。
【００３４】
　なお、本発明に係る照明装置は、上記実施形態及び変形例に限定されず、種々の変形が
可能である。例えば、上述した実施形態では、１つの光源部２に対して１つのジグ４が用
いられる例を挙げたが、複数のジグ４が用いられてもよく、この場合、モジュールケース
２２には、それらのジグ４の爪部４１及び鍵状部４３を差し込むための凹部２２ｃ，２２
ｄが形成される。こうすれば、光源部２が、図２（ａ）で示した光源部２よりも更に長尺
化されたとき、モジュールケース２２に複数のジグ４を用いて、これを安全にベース部３
から取り外すことができる。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　照明装置
　２　　光源部
　２Ａ　　装着面
　２１　　発光パネル
　２２　　モジュールケース
　２２ａ　　開口面
　２２ｂ　　側面
　２２ｃ　　凹部
　２２ｄ　　凹部
　２３　　係合部
　２４　　保持部
　３　　ベース部
　３２　　給電部
　３３　　被係合部
　３４　　被保持部
　４　　ジグ
　４１　　爪部
　４１ａ　　引っ掛け部
　４１ｂ　　突起部
　４２　　連結部
　４３　　凸部（鍵状部）
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